
これから、施策７－１、活躍しやすい環境の整備と働き方改革のうち、
（１）産業人材の確保・育成、（２）誰もがいきいきと働ける環境づくり、 
施策９－２、新しい働き方の実践のうち、（２）自らのライフスタイルに
合った働き方を選択できる環境づくりについて御説明します。 
 
お手元に施策調書を御用意して視聴をお願いします。 
まず、１ページをお開きください。 

 



本施策は、大学生等のＵＩＪターンを促進し、県内企業への就職を支援する
こと、誰もが自分に合った働き方改革を選択できる職場環境整備を支援する
ことなどを目標に掲げています。 
この目標を達成するために成果指標を設定しています。 
 



また、施策の進捗度を管理するため活動指標を設定しています。 



 



２ページを御覧ください。 

本施策では、「ＵＩターン就職等の支援」という視点から、「新規学卒者等
のＵＩターン就職促進」、「若い社会人等の就職支援」に取り組んでいます。 
また、「多様な働き方の導入支援」という視点から、「多様な働き方を選択
できる環境の整備」に取り組んでいます。 
 



３ページを御覧ください 

現状・課題と県の施策について、御説明します。 
現状と課題のひとつめは、本県では、県外への進学や就職といった若者の流
出による転出超過が続いており、本県経済の持続的な発展のためには、人材
の確保が重要であること、県外の大学に進学した学生のＵターン就職率は低
下傾向が続いており、新規学卒者のＵＩターンを促進する必要があること、
学生の就職活動においては、企業がインターンシップで得た学生情報の採用
選考への活用が認められるようになるなど、インターンシップの重要性が増
していること、です。 

これに対し、県では、新規学卒者等の県外からのＵＩターン就職を促進し、
県内企業の人材確保の支援に取り組んでいます。 



次に、現状・課題について、統計等から御説明します。 
 
１の「年齢階層別人口の社会的人口増減の推移」ですが、転出超過が最も多
い階層は20～24歳、次いで15～19歳であり、若年層の転出超過が顕著となっ
ています。 

 



４ページを御覧ください。 

２の「Ｕターン就職率・県外大学進学率の推移」ですが、県内高校出身の大
学進学者のうち、約７割が県外に進学し、そのうち、県内企業にUターン就職
した者の割合は４割を下回っています。 
 



３の「県内企業における県外大学生からの応募の有無と前年比較」ですが、
６割を超える企業において、県外大学生からの応募があり、応募は増加傾向
にあります。 



 ４の「インターンシップの学生参加状況と企業の実施状況」ですが、学生が
インターンシップを重視し、インターンシップに参加した企業の選考に応募
した学生は６割を超える一方、県内企業のインターンシップ実施率は全国平
均を下回っています。 



５ページを御覧ください。 

現状と課題のふたつめは、本県の生産年齢人口は減少を続けており、新卒採
用だけでは県内企業における人材の充足が困難であることから、県内外の若
い社会人等の呼び込みが重要となっていること、さらに、県内企業が経営革
新を実現し、成長と発展を遂げていくためには、それを支える専門的知識、
経験を有する人材が必要ですが、それらの人材は全国的に不足していること、
一方、コロナ禍の影響等により、人々の意識やライフスタイルの変化が進み、
地方移住への関心が高まっていることから、県内企業の人材確保に向けては、
本県の移住促進施策との連携も重要であること、また、大学卒業後３年以内
の離職率は、３割程度で推移しており、こうした離職者の再就職による人材
確保を図るため、新たな技術習得に向けた職業訓練の支援が必要であること、
です。 
 
これに対し、県では、県内外の若い社会人等の就職支援や、首都圏等の専門
的な知識・経験を有する人材と県内企業とのマッチング、離職者の新たな技
術習得に向けた職業訓練等による県内企業の人材確保の支援に取り組んでい
ます。 



現状・課題について、統計等から御説明します。 
 
１の「年齢階級別将来推計人口」ですが、15～64歳の生産年齢人口の減少は、
将来的にも続くと予測されています。 
 
２の「県内企業の新卒採用充足率」ですが、近年増加傾向にあるものの、新
卒採用が充足した企業は６割を下回っています。 
 

 
 



６ページを御覧ください。 

３の「中核人材の不足」ですが、高い専門性や技術等を有し、事業活動の中
核を担う人材とされる「中核人材」は、多くの企業で不足しています。 



４の「移住者数、相談件数の推移」、５の「移住希望地ランキング」ですが、
移住者・移住希望者とも増加傾向にある中、本県の移住先としての人気は高
く、直近の２年間は全国で１位となっています。 
 



７ページを御覧ください。 

６の「新規学卒者の就職率と離職率」ですが、新規学卒者の就職後３年以内
の離職率は、約３割となっています。 



８ページを御覧ください。 
 
現状と課題のみっつめは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機とし
て、出勤者数の削減の必要性から、テレワークの導入が進むとともに、人々
の意識の変化やライフスタイルの多様化が進み、自分に合った働き方に対す
るニーズが高まっていること、企業が人材を確保し、離職を防止する上でも、
こうしたライフスタイルの多様化に対応し、働く人が自分のニーズに合った
働き方を選択できる環境の整備が必要となっていること、です。 
 
これに対し、県では副業・兼業や短時間正社員など、働く人のニーズに合っ
た多様な働き方を選択できる環境整備の支援に取り組んでいます。 

 



現状・課題について、統計等から御説明します。 

１の「テレワークの導入状況」ですが、テレワーク導入済みの企業の割合は
19.0％となっています。
 

 



 

 

２の「短時間正社員制度等の導入状況」ですが、多様な勤務制度を導入して
いる企業の割合は37.3％となっています。 
 

 



９ページを御覧ください。 

ここでは、施策に関する県と市町、民間等との役割分担について御説明しま
す。 

 県の取組については後ほど御説明しますが、静岡Ｕ・Ｉターン就職サポート
センター等によるワンストップでの相談対応等による県内企業の人材確保支
援、工科短期大学校等における職業訓練のほか、セミナーの開催、アドバイ
ザーの派遣等による県内企業の多様な働き方を導入できる環境整備の支援な
どを行っています。 
国は、ハローワークにおいて、離職者に対する求人情報の提供や、職業訓練
の紹介などの就職支援を行っています。 
市町は、ホームページを活用した情報発信や、各種イベント等でのＰＲ及び
相談対応などにより、それぞれの地域の個性・特長を活かした移住、就業支
援を行っています。 
民間では、県内外の大学で、学生に県内企業の情報提供を行い、本県への就
職を支援しています。 
また、まちづくり系ＮＰＯや商工会議所が就職支援を行っているほか、人材
紹介会社がＵターン就職希望者と企業のマッチングを支援しています。 
さらに、県内の各企業においては、就業規則の変更などにより、従業員が多
様な働き方を選択できる環境の整備を行っています。 
 



10ページを御覧ください。 
主な取組について、御説明します。 
 
まず、視点１「ＵＩターン就職等の支援」のうち、「新規学卒者等のＵＩ
ターン就職促進」です。 
 
これは、若者の進学・就職に伴う県外への転出等により本県の人口が減少を
続ける中、本県経済の持続的な発展のためには人材の確保が重要となること
から、新規学卒者等の県外からのＵＩターン就職を促進し、県内企業の人材
確保を支援することを目的とした取組です。 
 

 



具体的な取組のひとつめは、「大学生等のＵＩターン就職促進」です。 
個別相談や就活セミナー、合同企業説明会の開催を通じ、県内企業の持つ高
い技術力や将来性、職場環境などの企業情報を発信するとともに、県内出身
者が多く進学している県外大学との「就職支援協定」締結により、県外学生
の県内就職支援での連携を強化することにより、大学生等のＵＩターン就職
を促進し、県内企業の人材確保を支援します。 
 



11ページを御覧ください。 

取組のふたつめは、「大学生インターンシップの推進」です。 
県内外大学に進学した学生等のインターンシップ参加、県内企業のインター
ンシップ実施の双方を支援するとともに、面接の機会を設けることで、大学
生等の本県への関心の醸成や、県内企業等への意識付けを促進し、県内企業
の人材確保を支援します。 



取組のみっつめは、「高校等卒業生・県外転出者とのつながりの維持」です。 
高校卒業後、県外に進学する学生など、ふるさとを離れ、県外に転出する人
とのつながりを維持するため、高校卒業生等へ「ふじのくにパスポート」を
配付して、LINE等を活用した継続的な情報発信を行い、本県で活躍しようと
する意欲のある若者の増加につなげます。また、近年の就職活動の早期化に
対応するため、大学１・２年生を対象に、県内企業や本県の魅力の周知、地
元就職のメリット等を伝え、早期から県内企業への意識付けを行います。 



12ページを御覧ください。 

次に、視点１「ＵＩターン就職等の支援」のうち、「若い社会人等の就職支
援」です。 
これは、生産年齢人口が減少する中、新卒採用だけでは人材の充足が困難で
あることから、県内外の若い社会人等の就職支援や、首都圏等の専門的な知
識・経験を有する人材と県内企業とのマッチング、離職者の新たな技術習得
に向けた職業訓練等により、県内企業の人材確保を支援することを目的とし
た取組です。 
 

 



具体的な取組のひとつめは、「県内での就職を希望する方に対するワンス
トップでの就職支援」です。 
県内東・中・西部３箇所に設置した、しずおかジョブステーションにおいて、
新規学卒予定者から若年者、就職氷河期世代、中高年齢者、子育て中の方、
外国人まで、あらゆる世代を対象に、ワンストップによるきめ細かな就職支
援を行います。 



取組のふたつめは、「30歳前後の若者のＵＩターン就職促進」です。 
県外在住の30歳前後の若者に対し、自分の将来や家族のことを考え人生を見
つめ直す時期を捉え、「30歳になったら静岡県！」をキャッチフレーズに、
ＵＩターン就職を通じた本県での活躍を応援します。 



13ページを御覧ください。 

取組のみっつめは、「プロフェッショナル人材の県内企業への就職支援」で
す。 
県内中小企業の経営革新を図るため、プロフェッショナル人材戦略拠点にお
いて、県内企業の人材ニーズの掘り起こし、求人情報を民間人材紹介事業者
へ取り繋ぎ、加えて、人材紹介手数料の補助を行い、主に都市部に在住する
プロフェッショナル人材の県内企業への就職を促進します。 
 
 



取組のよっつめは、「移住・定住支援と併せた県内企業への就職支援」です。 
コロナ禍の影響等による人々の意識やライフスタイルの変化、地方移住への
関心の高まりを捉え、東京・有楽町に設置した静岡県移住相談センター等と
連携して県内就職を支援します。 
 



取組のいつつめは、「離職者を対象とした職業訓練」です。 
離職者の再就職を支援するため、必要な知識やスキルを習得するための職業
訓練を実施します。職業訓練には、民間の教育機関等を活用した事務系、介
護福祉系、情報系等の訓練や、工科短期大学校、技術専門校で実施するもの
づくり系分野の訓練があります。 
 



14ページを御覧ください。 

次に、視点２「多様な働き方の導入支援」の、「多様な働き方を選択できる
環境の整備」です。 
これは、コロナ禍の影響等による人々の意識の変化やライフスタイルの多様
化に対応し、誰もがいきいきと働ける環境を整備するため、県内企業におけ
るテレワークや副業・兼業、短時間正社員など、働く人のニーズに合った多
様な働き方を選択できる環境の整備を支援することを目的とした取組です。 
 



具体的な取組のひとつめは、「テレワークの推進」です。 
情報通信技術を活用した時間と場所を有効に活用できる働き方であり、働く
人の事情やライフスタイルに応じた柔軟な働き方の一つであるテレワークの
導入を、働き方改革の一環として促進します。 
 





15ページを御覧ください。 

取組のふたつめは、「多様な働き方の導入推進」です。 
新しい働き方の導入を促進、支援するセミナーや、アドバイザー派遣により、
県内企業における多様な働き方を選択できる環境の整備を支援します。 
 
主な取組についての説明は以上です。 
 



16ページを御覧ください。 

最後に主要事業についてです。 
これらの事業により施策を推進しています。 
施策についての説明は以上になります。 




